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『重点管理富裕層を指定 主要３都市で対策強化ー国税庁』 
 

 東京、大阪、名古屋国税局で「重点管理富裕層」の調査体制が強化されている。調査までの

主な流れは以下のとおり。 

 １）局の試行部署（課税第一部統括国税実査官）は課税総括課及び主管課と協議して重点管

理富裕層を指定したのち、さらに「Ａ 課税上の問題が想定され調査企画の着手が相当」「Ｂ 

多額な保有資産の異動が見受けられるなど継続的な注視が必要」「Ｃ いずれにも該当せず経

過観察が相当」の３つに区分。Ａに対し、管理対象者及び関連個人・関連法人について課税上

の問題点の抽出等に必要な情報を集約・分析。２）課税総括課は試行部署との協議の結果、調

査企画部署に調査を指示。３）調査企画部署は問題点を抽出し、対象とする個人・法人の選定

など調査事案を企画して課税総括課に引き継ぐ。４）課税総括課は調査事案の基幹となる納税

者（関連個人・法人含む）及び担当部署を決定。複数の部署や他局との連携調査も検討する。

５）担当部署は局の審理課、訟務官室、主管課審理部署との協議も行い課税要件ごとに争点整

理表を作成し、法令面や事実認定の適否を的確に検討し調査終了までを主導。租税条約に基づ

く情報提供要請も活用する。試行部署が作成する重点管理富裕層名簿は、来年より毎年５月末

までに国税庁に送られる予定。 

                            出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 

『平成２６年度新卒内定取消状況 企業名公表も』 
 

 厚生労働省は、平成２７年３月に高校や大学を卒業し、４月から就職予定だった者のうち、

内定を取り消された者の状況を公表した。 

 採用内定は、企業側が内定を通知し、労働者が応諾した段階で条件付きの労働

契約が成立する。原則として学校を卒業できなかったなどの採用内定取消事由

に該当しない限り有効だ。それ以外の事由で取り消す場合は、客観的に合理的

な理由があるなど解雇と同様の基準でその有効性が判断される。厚労省の資料

では、内定を取り消されたのは高校生３６人、大学生等２４人の計６０人で、

うち３９人は８月末までに新たな就職先を確保している。内定を取り消した事業所は２９事業

所で、業種別では製造業が１０事業所で３３人の内定を取り消しており最多となった。規模別

では従業員９９人以下の事業所で３０人、１００～２９９人で２６人

の内定を取り消している。中小企業での内定取消しが目立つ結果と

なった。今回の厚労省の発表では２事業所の実名が公表されている。

それぞれ１人の内定を取り消しているが、わずか１人の内定を取り消

すことで、半永久的にネット上にはその事業所名が不名誉な事実とと

もに記載される重さについて、それぞれの事業所で真剣に検討すべき

だろう。  
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